
村づくりの目標　（６本の柱）と施策の概要
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Ⅰ 　　やすらぎと快適な暮らしの実現のため、次の施策を推進します
■人と自然が共生する美しい地域社会を目指して
　・山、川、農地など本村の自然環境を保全するための施策
　・ごみの減量、リサイクル、分別収集など資源循環型社会づくりに関する施策
　・環境汚染の防止に関する施策
■ 安全で心やすらぐ地域社会を目指して
　・地震や台風、火災などの災害から住民の生命財産を守るための施策
　・交通安全、防犯、消費者保護に対する施策
■ 良好な土地利用が図られた地域社会を目指して
　・自然環境の保全を図りながら、秩序ある計画的な土地利用に関する施策
■ 心地良い住環境が整備された地域社会を目指して
　・若者の定住化やＩターンやＵターンによる定住化を促進させるための施策
　・道路、村営住宅、上下水道に関する施策
　・ごみのない気持ちの良い生活環境に関する施策
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Ⅱ 　　健康で安心できる暮らしの実現のため、次の施策を推進します
■やさしさと思いやりに包まれた地域社会を目指して
　・少子化に配慮した保育サービスや子育て環境の充実に関する施策
　・障害のある人もない人も同じ社会で共に活動できる社会づくりを基本とした
　　障害者福祉に関する施策
　・母(父)子低所得者の自立や高齢者の健康づくりなどに関する施策
■ 子どもがのびやかに育つ地域社会を目指して
　・心身共に健全な青少年の育成に関する施策
■ 高齢者が生き生きと暮らせる地域社会を目指して
　・高齢者の生きがいづくりに関する施策
　・介護関連サービスの充実に関する施策　
■ 生涯にわたる健康づくりと医療体制が充実した地域社会を目指して
　・住民の疾病予防と健康づくりに関する施策
　・近隣市町村との連携による医療体制の確保に関する施策
　・医療給付及び年金制度の効率的な運営に関する施策
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Ⅲ 　　活力ある豊かな暮らしの実現のため、次の施策を推進します
■地域資源を生かした特色ある農林業を目指して
　・効率的な農林業の経営と担い手育成に関する施策
　・地産地消を基本に規模に応じた特色ある農業経営の支援に関する施策
　・自然環境の保全に沿った森林整備に関する施策
■ 経済活力溢れる地域社会を目指して
　・既存企業の経営安定と体質強化及び労働環境の充実に関する施策
　・就労の場の確保に関する施策
■ 人がふれあう活気ある地域社会を目指して
　・商店の経営安定のための施策
　・住民ニーズに合った商店経営の推進に関する施策
　・観光及び地域間交流の促進に関する施策
■ 交通対策が進んだ地域社会を目指して
　・国、県道路整備の促進に関する施策
　・公共交通の確保に関する施策



村づくりの基本目標を達成させるために、
Ⅰ～Ⅵの６つの目標が定められたそうよ。
この目標を達成させるために、それぞれ
部門毎に施策が推進されるの。　

　学びと文化にふれあう暮らしの実現のため、次の施策を推進します
■誰もが自由に生き生きと学べる地域社会を目指して
　・生涯学習を推進するための人材育成、学習機会の提供、自主活動の支援などに
　　関する施策
　・社会教育活動及び公民館活動の推進に関する施策
　・地域に根ざした特色ある学校づくりに関する施策
■ 豊かな心と将来への夢を育む教育の推進を目指して
　・義務教育環境の充実に関する施策
　・就学前教育の充実に関する施策
　・多様な学習形態及び学校完全週５日制の導入に対応した教育の推進に関する施策
■ スポーツ・レクリエーションが盛んな地域社会を目指して
　・住民の健康増進や体力向上など障害スポーツの振興に関する施策
　・スポーツ・レクリーエーションに親しむための環境づくりに関する施策
■ 歴史・文化を継承し個性豊かな文化活動が展開される地域社会を目指して
　・本村の歴史・文化遺産を継承するための芸術文化活動の振興に関する施策
　・歴史・文化遺産の適正な保存と観光資源としての活用に関する施策
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Ⅴ
　みんなで考え行動する暮らしの実現のために、次の施策を推進します

■地方分権時代に対応した地域社会を目指して
　・自分たちで考え、決定し、実行していく地方分権時代に対応できる組織づくりや
　　人づくり関する施策
　・住民参加による協働の村づくりを推進するための施策
　・効率的な行財政運営に関する施策

■ すべての人が尊重され心ふれあう地域社会を目指して
　・男女共同参画社会の推進に関する施策
　・生きがいづくりやボランティア活動の推進に関する施策
　・国際化への対応に関する施策
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Ⅵ 　魅力ある便利な暮らしの実現のため、次の施策を推進します

■情報通信基盤が整備された利便性の高い地域社会を目指して
　・携帯電話エリアの拡大、テレビ放送の難視聴解消、インターネットの高速化など
　　都市部との情報格差の解消に関する施策
　・住民の各種行政手続き（申請並びに届出など）の電子化に関する施策
　・ＩＴを活用した住民のコミュニティ活動など交流の場の拡大に関する施策
　・地場産業、防災・気象情報・災害時などにおけるＩＴの活用に関する施策

　　


